
  

 

                             

 

 ■一般質問 

1 お祭り広場の利用向上・芝生化を求める 
６月議会で、桜まつりの際、雨で会場がぬか

るみ、来場者や出展者が大変苦労していること

が取り上げられました。その後、どのような検

討をし、来年度の予算として、どのように計上

する考えなのかを尋ねました。 

市の答 

平成２８年度については、来場者が歩く部分を

中心にコンパネを敷いて対応していきたい。 

 私は、毎年、100 万円近いコンパネを購入す

るのは、もったいないし、10年くらいの長いス

パンで物事を考えるべきだと主張しました。ま

た、この施設は公の施設であり、お祭り広場と

いうネーミングやステージもあることから、市

民が主体的に利用するためのものである。桜ま

つりだけでなく、通年的に利用するためにも、

ある程度の費用を掛けても整備をするべきで

あると、芝生化してはどうかと再質問しました。 

市の答 

試験的に、芝生よりも安価で丈夫だと言われる

「クラピア」を敷くことを検討する。 

 その後、議員 6人で、実際にクラピアを敷い

てある曽野第 2幼稚園を見てきました。手入れ

の簡便さや繁殖力などの説明を聞き、これなら

使えるだろうということで出席議員全員が実

用性について一致しました。 

 

２ 路上ライブの許可制の導入を求める  

名古屋市で平成 27 年度から「ポップアップ

アーティスト」という事業が始まっています。

公共施設や民間の公共的スペースを演者が利

用しやすいようにする事業です。この先進事例

をもとに、「音楽のあるまちづくり」を掲げる岩

倉市においても、お祭り広場などの施設や民間

の公共的スペースにおいて導入できないかを

尋ねました。 

市の答 

名古屋市とは事情が違い、市民の生活環境に近

い施設が多く、住民の理解を得るのが難しいと

考える。 

 

3 デマンド交通の改善・無料化を求める 
 市の南西地域の方から多世代交流センター

「さくらの家」に行きたいという声を多数聞い

ていました。1 年間の試行期間の時は、無料チ

ケットの配布をして、1 日 50 人以上という日

もありましたが、現在は、20 人〜30 人くらい

の利用人数に留まっています。本格運行が始ま

ってから、市は、１日 40 人という目標値を立

てましたが、65 歳以上の方が通院に利用する使

い方が多く、午前中に集中し、比較的、午後は

空いています。私は、午後の繁閑時間帯につい

て、市の中心部から比較的遠い地域とニーズが

高い施設を巡回系で結ぶことも考えてはどう

かと質問しました。 

市の答 

効率的な運営に向け、型にはめるのではなく、

色々な検討をし、利用増につなげていきたい。 

 私からは柔軟に対応していただきたいと念

を押し、この質問を終えました。 

 

４ 五条川マラソンの復活を求める   

 この事業が廃止になったのは、評価が低かっ

たのではありません。出場者は、毎年増えてい

ました。しかし、一宮春日井線の跨線橋の供用

が始まり、アピタの前の跨線橋と合わせ、二つ

の幹線道路を止めることができないというこ

とでやむを得ず中止となったものです。 

であれば、単純に、その問題を解決すれば可

能ではないかと考えるわけです。一部、交通規

制をかけずに、ランナーに信号で止まってもら

うこともあるということで開催できるのでは

ないかという提案です。自己記録の更新を目指

すのではなく、自己申告タイムと実走タイムの
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誤差で順位をつけるなどしても、それはそれで

競技心がくすぐられ、面白いのではないかと考

えます。 

市の答 

交通規制をかけずに行うと歩道を走る箇所が

出てくることになり、ランナーの安全確保が難

しいと考える。 

 私は、実際に良いコースはないかと走ってみ

ました。家から総合体育文化センターに行き、

そこから名神高速道路に沿い西の方へ、そして

南下し、希望の家から五条川沿いを竹林公園ま

で走りました。この五条川沿いの道は、道は細

いですが、人通りや車も少なく、片道約４ｋｍ

ありました。 

 多くの議員が復活を期待しています。できな

いことを考えるのではなく、どうしたら実現で

きるかを考えてほしいと訴えました。 

 

人口減少の要因の一つであるこれまでの非

正規化の流れを問う            

  11月 18日・19日と、福島で開催された全

国市議会議長会研究フォーラムに参加し、そ

の中の講演で、首都大学東京の山下准教授

は、日本の長時間労働の実情、また、非正規

化に淀みなく流れる劣悪な労働環境こそが、

少子化、そして人口減少の遠因であると言及

していました。市役所でも、パート職員と呼

んでいる非正規職員が年々増加しています。

これは、総人件費を抑えるため、正規職員を

採用せず、安い労働力としてのパート職員へ

の置き換えが進んだことの現れであり、官製

ワーキンプアとも言われます。2013 年の調査

で、「非正規公務員」と呼ばれる臨時・非常勤

職員数が、自治体職員の 3 人に 1 人になった

との報道もあります。 

  まず、市役所の中に存在する多種多様な非

正規職員の現状について問いただしました。 

嘱託職員という職員は、地方公務員法第 3

条第 3 項第 3 号の非常勤の特別職に当たる職

です。地方自治法第 203 条の２第 4 項では、

「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法

は、条例でこれを定めなければならない。」

と、また、同法 204 条の２では、「普通地方公

共団体は、いかなる給与その他の給付も法律

又はこれに基づく条例に基づかずには、これ

をその議会の議員、第２０３条の２第１項の

職員及び前条第１項の職員に支給することが

できない。」と念押し規定がされています。 

しかし、当市では、通勤費（費用弁償）が要

綱（市の内規）で定められているため、その違

法な運用を改めるべきであると主張しました。 

市の答 

私が秘書課に来たときには要綱すらさえなか

った。それを上司と相談し、要綱を作った。定

め方が適切でないというのならわかるが、違法

であるとは考えていない（総務部長）。 

 

 質問時間が足りなくなり、パート職員と臨時

的任用職員の違いに言及し、最後に市長の非正

規化による格差社会の拡大に対する意見を聴

きました。 

市長 

最低でも時給 1000 円は必要であると言ってき

た。一方、予算のこともある。世の中全体とし

て良い方向に向かうのは大事であり、研究して

いく。 

◆議案質疑 

●企業立地の促進条例の制定について 

雇用の促進を含むべきであるという意見が

多数出されたことから、私が修正案を作成し、

すべての会派の合意を得ました。しかし、市当

局が、修正案に対する細かな設計に時間が掛か

るため、修正部分について「速やかに条例化す

る」ことを約束し、修正案を撤回し、原案をそ

のまま可決することになりました。 

●補正予算について反対しました 

 教育費のパート賃金の補正予算については、

臨時的任用職員に当たり、その支給根拠が法律

の規定に反し、決裁行為で決めており、かつ、

条例化を速やかにするという答弁がなかった

ため、違法な支給になることが明白であるため、

反対しました。 

ブログ→iwaohori.netもご覧ください！ 


